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空家等対策について 

 

 

空家等対策の推進に関する特別措置法の施行 

国において、平成 26 年 11 月 27 日に空家等対策の推進に関する特別措置法（以下、

「空家対策法」という）が公布されました。空家対策法は、平成 27 年 2 月 26 日に一

部施行され、同時に空家等対策の基本指針が策定されました。また、平成 27年 5月 26

日に完全施行され、同時に特定空家等への措置に係るガイドラインが策定されました。 

住宅が立つ土地の固定資産税の軽減措置については、税制改正がなされ、当該物件が

空家対策法に基づく特定空家等の勧告を受けた場合には軽減措置が解除されることと

なりました。 

 

 

本市の対応状況 

○（仮称）枚方市空家等対策協議会の設置（予定） 

 空家対策法第 7条に基づく（仮称）枚方市空家等対策協議会を、市の附属機関として

今秋を目処に設置する予定です。 

 

＜協議会の任務＞ 

・特定空家等への対応方針に関する審議 

・特定空家等への措置に関する審査(個別案件) 

・本市の空家空地対策に関する審議 

・空家等対策計画に関する協議・審議 

 

○相談窓口の整備 

 空家対策法の完全施行に合わせて、庁内の関係部署（危機管理部門、住宅施策部門、

建築部門、環境部門）で相談を受ける体制を整備しました。なお、相談窓口については、

市の広報紙、ホームページ、自治会での回覧により周知を図りました。 
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空家等対策の推進に関する特別措置法（抜粋） 

 

（協議会）  

第七条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協

議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村の

議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長

が必要と認める者をもって構成する。 

３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

 

 

空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針（抜粋） 

 

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

２ 実施体制の整備 

（２）協議会の組織 

市町村は、法第７条に基づき、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協

議を行うための「協議会」を組織することができ、その構成員としては「市町村長（特

別区の区長を含む。）のほか、地域住民、市町村の議会の議員、法務、不動産、建築、福

祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認める者をもって構成する。」

ものとされている（同条第２項）。 

協議会の構成員として、具体的には弁護士、司法書士、宅地建物取引業者、不動産鑑

定士、土地家屋調査士、建築士、社会福祉士の資格を有して地域の福祉に携わる者、郷

土史研究家、大学教授・教員等、自治会役員、民生委員、警察職員、消防職員、道路管

理者等公物管理者、まちづくりや地域おこしを行うＮＰＯ等の団体が考えられる。これ

に加え、都道府県や他市町村の建築部局に対して協力を依頼することも考えられる。 

なお、この協議会は、法に規定されているとおり空家等対策計画の作成及び変更に関

する協議を行うほか、同計画の実施の一環として、例えば、①空家等が特定空家等に該

当するか否かの判断、②空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調

査の方針、③特定空家等に対する措置の方針などに関する協議を行うための場として活

用することも考えられる。また、協議会における協議の過程で空家等の所有者等の氏名、

住所などの情報が外部に漏えいすることのないよう、協議会の構成員は当該情報の取扱

いには細心の注意を払う必要がある。 

また、協議会を設置するに当たっては、１市町村に１つの協議会を設置するほか、例

えば１つの市町村が複数の協議会を設置したり、複数の市町村が共同して１つの協議会

を設置したりすることも可能である。 
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空家に関する相談窓口一覧 

 

 

平成 27年５月 26日に、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され

ました。 

適切に管理されていない家屋の損壊や草木の繁茂、所有する空家の利活用や

住み替えなどに関するご相談については、以下の窓口にお問合せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜担当部署一覧＞ 

 

  ○家屋の老朽化等による損壊、倒壊のおそれがあるもの 

 

   都市整備部建築安全課：０７２－８４１－１４４１ 

 

  ○空家および空き地で、草木の繁茂がみられるもの 

 

   環境保全部環境衛生課：０５０－７１０２－６００８ 

 

○門扉が開いている、窓ガラスが割れている等、防犯面で不安のあるもの 

 

   市民安全部危機管理室：０７２－８４１－１２７０ 

    （緊急性の高い場合は消防・警察へご連絡ください。） 

 

  ○所有・管理する空家の利活用や、住み替え等の相談 

 

   都市整備部都市整備推進室：０７２－８４１－１４７８ 

 

  ●問い合わせ先がわからない、あるいは、上記以外の空家についての相談 

 

   環境保全部環境衛生課：０５０－７１０２－６００８ 

 


